
寄付金募集要項

募金の名称  佐久長聖高等学校創立５０周年　中高一貫課程創設２０年記念事業　

募金の目的  佐久長聖中学･高等学校　関連施設充実資金(体育館耐震改築、格技館改築等)

募金目標額 　　３億円

 保護者、卒業生、教職員、教職員退職者、学園関係者、一般有志の方

 １口　１万円以上（金額に関わらずありがたく拝受いたします。）

 企業、団体 ：1口５万円以上

 （なるべく１０口以上のご協力をお願いします。また、金額に関わらずありがたく拝受いたします。）

募集の期間 　　　平成３１年４月１日　～　令和 ６年３月３１日

　専用の払込依頼書に必要事項をご記入のうえ、指定の金融機関へお振込みください。

　専用の払込依頼書がお手元にない場合は、ご送付いたしますので、事務局にご請求ください。

　受給者指定寄付金については、専用の振込依頼書の他、専用の申込書が必要となります。

申込書に必要事項をご記入、ご捺印（実印･副印等）のうえ事務局までご送付ください。

　（法人寄付用：寄付金申込書のダウンロード）

  特定公益増進法人に対する寄付としてお取扱いを希望する場合は、専用の振込依頼書にて

指定の金融機関へお振込を頂き、申込書のご提出は不要です。

　専用の払込依頼書および寄付申込書がお手元にない場合は、ご送付いたしますので、事務局

にご請求ください。

　専用の払込依頼書に必要事項をご記入のうえ、指定の金融機関へお振込みください。

　下記何れかの金融機関へ、専用振込用紙にてお振込みください。

　　口座名義 「 学校法人　聖啓学園　佐久長聖高等学校 」

　八十二銀行　　 岩村田支店 　普通預金口座　 869689

　長野銀行　　　　佐久支店　　　普通預金口座　 8807934

　上田信用金庫　岩村田支店　 普通預金口座　 4030399

　三井住友銀行　上田支店　　　普通預金口座　 4338805

　長野県信用組合 岩村田支店 普通預金口座　 8341316

　長野県信連　 　本　　店　　　　普通預金口座　 0015174

税制上の優遇  所得税及び住民税の優遇措置については、こちらのページをご参照ください。

 お知らせいただきました個人情報は、礼状送付等、寄附金に関連する業務のみに利用し、

 ご本人の同意がない限り第三者に開示・提供いたしません。

 〒385-8588　長野県佐久市岩村田９５１

 学校法人　聖啓学園　佐久長聖中学・高等学校　　（担当：中村、小松、佐々木）

 TEL　0267-68-5588(代)　 FAX　0267-68-7258
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寄付に関する問合せ先

http://www.chosei-sj.ac.jp/ch/kifukin/moushikomi2.pdf
http://www.chosei-sj.ac.jp/ch/kifukin/zeisei.pdf
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注1） 振込手数料について 
 専用振込依頼書により上記金融機関の本支店からお振込みの場合のみ、受取人が負担い 
たします。なお、その他の金融機関からのお振込みの場合は、振込み手数料を、ご負担い
ただくことになりますのでご了承ください。  

注2） 領収書について 
 振込依頼書の振込受領書をもって領収書に代えさせていただきますので、大切に保管し
てください。また、確定申告をされる場合には、払込金受領書を領収書 と してご使用く
ださい。 

注3） 入学に関してする寄付金  
・学校法人聖啓学園への寄付は、税制上の優遇措置がありますが、「入学に関してする寄
付金」は優遇措置が受けられません。 

 ・入学に関しての寄付金の範囲については国税庁ホームページを参照ください。 （新入
生・編入生に関する寄付につきましては、入学した年の１２月までの寄付金は税制上の優
遇措置を受けられませんのでご注意ください。）  
【参考リンク】 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/index.htm 

注４）特定公益増進法人への寄付金について 
 ・特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等（一般社団法人及び一般財団法人を除き

ます。）その他特別の法律により設立された法人のうち、 教育又は科学の振興、文化の向
上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する次のような法人をいいます。  

注５）受配者指定寄付金について 
 ・日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した私立学校に寄付していただ

く制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。 ・受配者指定寄付金の場
合、「日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書」が必要ですので、事務局宛にご請
求ください。 

 ・寄付金を本学園にご入金いただいた後、本学園が事業団へ送付することになりますが、
事業団の口座に寄付金が入金されてから事業団による受領書の発行に 通常１ヶ月程か
かります。当該決算期に損金処理を希望される場合には決算期の 1 ヶ月前までに、お振
込みいただきますようお願いいたします。なお、寄付金の受 領日付は、事業団が寄付金
を受領した日付となりますので、ご注意ください。 

 ・確定申告には日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。 この
「寄付金受領書」は、学校法人聖啓学園を経由してお送りします。  

 
【参考リンク】 私立学校振興･共済事業団ホームページ  

       https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm   
文部科学省ホームページ （受配者指定寄付金制について） 

       http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/002.htm 


